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１．はじめに 

ペンディング状態にある特許出願に関し、出願人（特許弁護士または弁理士も可）は、審査官

インタビューを行うことが認められ、審査官に考慮して欲しい事項を考慮してもらうことが可能

です。このようなインタビューの形態として、個人面談、電話協議、テレビ会議、及び email

によるインタビューがあります（いずれも 30分以内）。 

 

但し、継続出願等の場合を除き、特許出願の特許性に係る協議のためのインタビューは、First 

OAの発行前には認められません。また、emailでのやりとりについては、事前に承諾を得てお

く必要があります（37 CFR 1.133、MPEP 713、MPEP 502.03参照）。 
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